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＜概要＞ 

 

試験研究用等原子炉施設の設置許可基準規則の要求事項を明確化するとともに、それら要求

に対するＨＴＴＲ原子炉施設の適合性を示す。 
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１．基本方針 

1.1 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止（飛来物）について、設置許可基準規則第 6条（飛来物）の

要求事項を明確化する（表１）。 
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表１ 設置許可基準規則第 6条（飛来物） 要求事項 

 

設置許可基準規則 

 第 6条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

備考 

安全施設は、その安全機能の重要度に応じて、安全機能が確保されたもので

なければならない。 

 

３ 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試験研究用等原

子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなけれ

ばならない。 
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1.2 設置許可申請書における記載 

1.2.1 位置、構造及び設備 

 

ロ．試験研究用等原子炉施設の一般構造 

  (3) その他の主要な構造 

(ⅰ) 原子炉施設は、(1)耐震構造、(2)耐津波構造に加え、次の基本的方針のもとに安全設計を行う。 

     a.(外部からの衝撃による損傷の防止) 

       安全施設は、原子炉施設敷地で予想される自然現象（洪水・降水、風(台風)、竜巻、凍結、

積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災）又はその組合せに遭遇した場合

において、自然現象そのものがもたらす環境条件及びその結果として原子炉施設で生じ得る環

境条件においても安全機能を損なわない設計とする。 

       上記に加え、重要安全施設は、科学的技術的知見を踏まえ、当該重要安全施設に大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生じる応力をそれぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して、適切に組み合わせ

る。 

       また、安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（飛来物(航空機落下等)、ダムの崩壊、

爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害）に対して安全機能を損なわな

い設計とする。 

       想定される自然現象及び原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるものに対しては、必要に応じて設備と運用による対策を組み合わせた措置を講

じることにより、安全施設が安全機能を損なわない設計とする。また、安全施設が安全機能を

損なわないために必要な安全施設以外の施設又は設備等への措置を含める。 

 

 

1.3 設置許可申請書の添付書類における記載 

1.3.1 安全設計方針 

（１）設計方針 

 

1. 安全設計 

 

1.1 安全設計の方針 

1.1.1 安全設計の基本方針 

原子炉施設は、次の基本方針のもとに安全設計を行い、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」(以下「原子炉等規制法」という。)等の要求を満足するとともに、「試験研究

の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則」(以下「試験炉設置許可基準規

則」という。)に適合する設計とする。 
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1.1.1.4 外部からの衝撃 

安全施設は、原子炉施設敷地で想定される洪水、風(台風)、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地

滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災等の自然現象(地震及び津波を除く。)が発生した場合

においても、安全機能を損なわない設計とする。また、自然現象の組合せにおいては、風（台風）、

積雪及び火山の影響による荷重の組合せを考慮した設計とする。 

上記に加え、重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定され

る自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生じる応力を適切に考

慮した設計とする。 

さらに、安全施設は、原子炉施設敷地内又はその周辺において想定される飛来物(航空機落下等)、

ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害等の原子炉施設の安全

性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)

に対して、安全機能を損なわない設計とする。 

 

(２) 適合性説明 

 

（飛来物） 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第六条 安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。次項において同じ。）が発

生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。 

2 重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される

自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力

を適切に考慮したものでなければならない。 

3 安全施設は、工場等内又はその周辺において想定される試験研究用等原子炉施設の

安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）に対して安全機能を損なわないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

3について 

安全施設は、敷地及びその周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因とな

るおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)に対して安全機能を損な

わない設計とする。 

想定される人為事象としては、航空機落下、ダムの崩壊、爆発、近隣工場の火災、有毒ガス、

船舶の衝突及び電磁的障害が挙げられる。 

(1) 航空機落下 

原子炉施設への航空機の落下確率の評価については「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価基準について」(平成 14・07・29原院第 4号(平成 14年 7月 30日原子力安全・

保安院制定))等に基づき実施する。航空機の落下確率の評価に当たっては、標的面積を算出

する際に考慮する施設は、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔とする。また、ＨＴ
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ＴＲ原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔の特徴を踏まえ、有視界飛行方式民間航空

機の落下事故に係る小型機の係数を 1 として評価を行う。評価した結果、約 6.0×10-8回/

炉・年であり、防護設計の要否を判断する基準である 10-7回/炉・年を超えない。したがっ

て、航空機落下を考慮する必要はない。 

 

 

   

 添付書類六の次の項目参照 

2. 気 象 

3. 地 盤 

4. 水 理 

6. 社会環境 

8. 火山 

9. 竜巻 

10. 生物 

 

   

   

   

 添付書類八の次の項目参照 

1. 安全設計 
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1.3.2 気象等 

6-Ⅴ 社会環境（主に平成 25年までのデータ） 

 

6.4 交通運輸 

大洗研究所（北地区）周辺の鉄道路線としては、JR 東日本旅客鉄道株式会社常磐線（日暮里駅－岩

沼駅）があり、最寄駅は水戸駅である。上野駅から水戸駅までは約 100 km、特急で約 1時間 5分であ

る。水戸駅から大洗研究所（北地区）までは約 12 kmである。この他、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線（水戸

駅－鹿島神宮駅）がある。 

主要道路としては、敷地に隣接して東側に 1級国道 51号線があり、水戸市から鹿嶋市、成田市、千

葉市を経て首都圏に至る。また、北北西約 8kmには東水戸道路、北西約 10 kmには 1級国道 6号線、同

じく約 20 kmには常磐自動車道があり、それぞれ首都圏と結ばれている。 

海上交通としては、敷地の北北東約 5 kmに大洗港があり、漁港区及び商港区よりなっている。漁港

区は大洗町漁業の拠点として機能している。商港区については大洗港から苫小牧港へ長距離フェリー

（商船三井フェリー㈱）が就航し首都圏と北海道間の物資流通を行っている。 

大洗研究所（北地区）周辺の鉄道、主要道路及び海上交通路を第 6.4.1図に示す。(17) 

航空関係については、最も近い飛行場として南南西約 15 kmに航空自衛隊百里飛行場及び茨城空港が

あるが、自衛隊航空機は原則として原子炉施設の上空を飛行することが制限されている。また、敷地上

空に新東京国際空港に通じる航空路 R211があり、その中心線は原子炉施設の東方向約 1 kmの上空を通

っている。なお、自衛隊以外の航空機についても原則として原子炉施設の上空を飛行することが制限さ

れている。大洗研究所（北地区）周辺の航空路を第 6.4.2図に示す。(18) 

 

1.3.3 設備等 

該当無し 
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出典：地図 ArcGISデータコレクション 詳細地図 2014 関東地方版 

 

 

第 6.4.1図 大洗研究所（北地区）周辺の鉄道、主要道路及び海上交通網 
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出典：「ENROUTE CHART(JAPAN),18 MAR 2004」(国土交通省) 

 

第 6.4.2図 大洗研究所（北地区）周辺の航空路 

 

  

独立行政法人
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国立研究開発法人
日本原子力研究開発機構

大洗研究所
（北地区）
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2.外部からの衝撃による損傷の防止（飛来物） 
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【回答】 

航空機落下確率評価で用いたパラメータについて、以下のとおり明確にする。 

・有視界飛行方式民間航空機の小型機の係数は「1.0」を使用している。 

・標的面積は、実面積を使用し、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔を考慮して

いる。 

・ガイドにおける標的面積に係る記載では、「原子炉施設への航空機落下に対する影響評

価を行う場合において、航空機落下事故時の安全性を確保する観点から重要なのは、大量

の放射性物質を蓄えている炉心や使用済燃料プールを保護すること、並びに、原子炉の安

全停止（炉心冷却も含む。）を確保することである。」との記載がある。よって、標的面

積の対象は、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔としている。 

 

添付書類八の記載を以下（下線部）のように修正する。 

 

(1) 航空機落下 

原子炉施設への航空機の落下確率については「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の評価基準について」(平成 14・07・29 原院第 4 号(平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・保

安院制定))等に基づき実施する。航空機の落下確率の評価に当たっては、標的面積を算出す

る際に考慮する施設は、原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔とする。また、ＨＴＴ

Ｒ原子炉建家、使用済燃料貯蔵建家及び冷却塔の特徴を踏まえ、有視界飛行方式民間航空機

の落下事故に係る小型機の係数を 1 として評価を行う。評価した結果、約 6.0×10-8回/炉・

年であり、防護設計の要否を判断する基準である 10-7 回/炉・年を超えない。したがって、

航空機落下は考慮する必要はない。 

 

参考：ガイドにおける標的面積に係る記載 

「原子炉施設への航空機落下に対する影響評価を行う場合において、航空機落下事故時の安

申請書、まとめ資料（飛来物） 

申請書に、航空機落下確率評価における標的面積を算出する際に考慮している建家、安全

施設を記載すること。その際、まとめ資料において以下を明確にすること。 （まとめ資

料では、以前の説明もつけられているため、最終的にどのように評価したかが不明のため。） 

  ・有視界飛行方式民間航空機の小型機の係数は「1.0」を使用しているのか。 

  ・標的面積は、ガイドの 0.01km2を使用しているのか、実面積を使用しているのか。 

   実面積を使用している場合、対象としている建家は、原子炉建家と使用済燃料貯蔵

建家か。 

  ・その場合、ガイドで言う「原子炉の安全停止（炉心冷却も含む。）」に必要な施設は

全て含まれていると言えるか。（例えば、原子炉建家以外の屋外の安全施設（排気筒、排気

管、冷却塔（炉容器冷却設備のヒートシンク））の面積は考慮しているか。） 
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全性を確保する観点から重要なのは、大量の放射性物質を蓄えている炉心や使用済燃料プー

ルを保護すること、並びに、原子炉の安全停止（炉心冷却も含む。）を確保することである。

したがって、原子炉施設への航空機落下確率評価では、これらを踏まえ、安全上重要な構築

物、系統及び機器の設置状況、航空機の大きさ、突入する角度、滑り込み等を勘案して標的

面積を決める必要がある。本基準では、原則として0.01km2 を用いるものとするが、巡航中

の航空機の落下に対しては上空からの落下を想定して対象建屋の水平断面積を、また、離着

陸時の航空機の落下に対しては突入角度を考慮して対象建屋の投影面積を評価し、各々の結

果が0.01km2 を上回る場合には、その評価結果を用いるものとする。ただし、自衛隊機及び

米軍機については、離着陸時の事故を往復中の事故に 

含めていることから、これらは巡航中の航空機の落下として取り扱うこととする。 なお、

0.01km2 という値は、フランスの基準やドイツの評価で用いられているものと同等である。」 

 

 

 


